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認可保育園等保育料の見直しについて 

 

 付議の要旨 

  認可保育園等保育料の見直しについて、見直しの考え方と改定額（案）を報告する。 

 

 

１ 主旨 

  認可保育園の運営費については、急増する保育ニーズに対応するため、保育の質の

確保を図りながら、認可保育園の整備を中心に量的拡大を推進していることから、運

営事業費の拡大傾向が今後も続くことが予想される。 

また、区は、平成 28年 4月の待機児童数が過去最多となったことを踏まえ、保育待

機児解消に向けた対応策を定め、保育施設の整備促進を図るとともに、認証保育所の

利用者負担額の軽減や保育士等の処遇改善をはじめとする保育士確保策等に取り組む

予定である。 

こうした中で、利用者に対して負担の公平性を考慮し、保育事業経費の一部につい

て、適正な負担をお願いすることにより、持続可能で安定的な事業運営を図るととも

に、各園における保育の質を確保し子どもの成長発達の支援を中心とする保育に取り

組むため、認可保育園保育料の改定を図る。 

 

２ 見直しにあたっての基本的な考え方 

（１）認可保育園運営経費の増加等を考慮し、約５％を目途に保育料額を引き上げる。 

（２）見直しにあたっては、応能負担の考え方を基本に低所得者層の負担に配慮する。 

 

３ 改定のポイント 

（１）低所得者層に配慮した傾斜的な改定率（改定額）とし、全体として約５％増の改

定とする。 

なお、急激な増額とならないよう、改定差額が 10,000円を超えないよう調整する。 

（２）世帯にとって過度の負担とならないよう、児童一人あたりの保育料を調整する。 

（３）各階層・年齢別の負担のバランスや認可外保育施設保育料等を考慮し、保育料額

を見直す。 

     ・国の制度改正に伴う低所得者層に配慮した多子世帯・ひとり親世帯等の保育料負

担軽減の取り組みを踏まえ、Ｄ５階層（モデル世帯収入５１０万円）以下の保育

料は据え置き、Ｄ６階層以上の保育料を改定する（階層の追加は行わない）。 

・階層区分により引き上げの幅を調整する。 

・認証保育所の保育料の上限額（３歳未満児）が８万円であることを踏まえ、保育

料の最高額を８万円未満となるよう調整する。 

 



４ 改定額 

  別表のとおり 

 

５ 改定に伴う効果額 

  約１億９千万円 

  （平成２８年度歳入予算 ３６億９千万円） 

 

６ 改定時期 

  平成２９年９月 

 

７ 今後の予定 

   ９月１・２日 文教・福祉保健常任委員会：保育料見直し（案）の報告 

   ９月以降   認可保育園保護者等への説明・周知（保護者説明会・区報等） 

  １１月     区議会第４回定例会に条例改正案提出 

 

８ その他 

（１）認可保育園保育料の改定に併せて、世田谷区保育料条例（別表第１）で定める認

定こども園（保育認定枠）及び地域型保育事業（家庭的保育事業・小規模保育事

業等）の保育料も改定する。 

（２）１号認定（区立幼稚園・認定こども園（教育標準時間認定枠）・新制度の私立幼稚

園）の保育料については、新制度施行に伴い、区立幼稚園や私立幼稚園の保育料

の現状、私立幼稚園保育料補助制度の状況等を考慮し、平成２７年４月に設定し

たことから、今回の改定では保育料を据え置くこととする。 

 

≪ 参考 ≫ 

１ 認可保育園運営経費と児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 認可保育園運営経費の負担割合 

 （１）認可保育園運営経費の負担割合 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認可保育園運営経費の負担割合（負担割合詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 認可保育園運営経費に対する保育料負担割合の推移 

 

 

 

 

12.0% 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

13.8% 14.1% 14.3% 15.6% 16.1% 15.7%

区負担
2,589百万円
≪12.3％≫

実際の保育料
（保護者負担）
3,305百万円
≪15.7％≫
【51.9％】

保育料軽減分
（区負担）

3,058百万円
≪14.6％≫
【48.1％】

国・都負担
3,233百万円
≪15.4％≫

（平成27年度 決算）

区負担
8,716百万円
≪41.5％≫

国
・
都
負
担

認可保育園運営経費総額
21,008百万円　≪100％≫

国基準による保育料
6,363百万円【100％】

①国が定める運営経費（国基準）
12,185百万円

行政負担分
5,822百万円

②保育内容充実のために
区独自に負担している経費

8,823百万円

区負担
14,363百万円
≪68.4％≫

107百万円
≪0.5％≫

保護者負担
3,305百万円
≪15.7％≫

国・都負担
3,340百万円

≪15.9％≫



 

４ 児童一人あたりの運営経費（月額）と保護者負担 

 

 

（平成27年度 決算）

平均 ０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４・５歳児
保護者負担（保育料） 24,227 29,977 30,054 20,076 19,983
区負担 104,207 250,245 132,315 77,577 65,181
国・都負担 25,557 32,768 25,984 25,276 23,963
一人あたり経費（月額） 153,991 312,990 188,353 122,929 109,127
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